
～こんなとき、お気軽にご相談ください～

～子育てでわからない・困ったとき～
町の相談室

―　３０　―

※広報さかい「お知らせ版（1日号）」に 掲載

・学習相談、不登校、いじめなど学校生活に関すること

・月曜日～金曜日（祝日を除く） 9：00～17：00

【問合せ先】

文化村公民館教育支援センター（フレンドスクール）

電話 ： 0280-86-7844

・思春期に関すること

・相談員：保健師

【問合せ先】

保健センター（健康推進課）

電話 ： 0280-87-8000

・家庭環境、お子さんに関する家族関係

のこと

・毎週火曜日（祝日を除く）

13：00～16：00

【問合せ先】

社会福祉協議会

電話 ： 0280-87-2525

・弁護士に無料で相談できます

・毎月第4水曜日 10：00～15：00

・実施場所：境町中央公民館2階 小会議室

※先着8名まで

※1週間前から予約可能

【問合せ先】

役場秘書広聴課

電話 ： 0280-81-1329

・知育、言語、心身障害に関すること

【問合せ先】

保健センター（健康推進課）

電話 ： 0280-87-8000

・月1回、保健センターで希望者には血圧測定、体脂肪測定、尿検査を行います。

・相談員：保健師および管理栄養士

・相談料：無料

【問合せ先】

保健センター（健康推進課） 電話 ： 0280-87-8000

子どもの教育相談

思春期相談 療育支援事業（すくすく相談・

ニコニコ教室、すこやか教室）

健康相談

心配ごと相談 法律相談予約要

予約要



県では、教育や養育の問題、非行、不登校、発達に関することなど、お子さんに関するあらゆる相談を

受付けています。

0296-71-3870

0296-22-7830

029-244-0556（月～金）
0120-236-556（土日）

029-221-8181
※18歳までのお子さん専用

古河保健所

0296-78-2777

茨城県教育庁内事務局

―　３１　―

 茨城県産婦人科医会

母子父子家庭支援事業
について

 茨城県県西県民センター地域福祉室

不妊について

家庭の問題等について

お子さんの急な病気について

家庭内暴力（DV）や
女性相談について

029-221-4166

0296-44-2661
　　　※毎月第2、4、5月曜日実施

050-5445-2856
または
＃8000

※24時間対応

 茨城県弁護士会法律相談
下妻相談センター

 茨城県女性相談センター
  （茨城県配偶者暴力相談支援センター）

0296-24-9155

080-1044-4064
※毎月第4木曜日実施

 茨城子ども救急電話相談

学校生活の様々な悩みについて

いばらきこころのホットライン
（不登校や心の問題全般について）

　茨城県精神保健福祉センター

 茨城県西教育事務所

子どもホットライン
（友人関係、いじめ、自分の容姿や

性格に関する悩みについて）

県の相談室

茨城県教育研修センター

相談内容

お子さんに関する相談

発達が気になるお子さんの
教育相談

 　茨城県教育研修センター

電話番号

 筑西児童相談所

相談先

0296-24-1614

児童虐待について  いばらき虐待ホットライン

保健相談

お子さんの教育相談

0293-22-0293
または

189
※24時間対応

0280-32-3021

予約要



虐待とは、お子さんの心や身体を傷つけ、生涯にわたり苦しめる行為です。

成長や発達を妨げ、大人の権利を濫用して、お子さんの人権を侵害する行為をいいます。

令和6年7月1日から、「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」が統合され、「境町こど

も家庭センター」となりました。これまで以上に母子保健機能（健康推進課）と児童福祉機能（子ども未来課）

の連携を強化し、18歳までのすべてのお子さんとその世帯、すべての妊産婦さん等の健やかな成長のため

に継続的かつ途切れのない支援を実施していきます。

―　３２　―

境町 こども家庭センター

心理的虐待 　ひどい言葉でお子さんの心を傷つける。

　※心の傷として、大人になっても深刻な影響が残ります。

　子どもにわいせつな行為をしたり、させたりする。

性的虐待 　※訴える力がないので表面化しにくく、年齢が低いほど身近な者が

　 　加害者になっているケースが多いです。

（ネグレクト） 　※すぐに生命への影響はないと軽視すると、乳幼児の場合、

　　　死亡することがあります。

　「バカ」「死ね」「お前なんか生まれてこなければよかった」等、

養育拒否や保護の怠慢 　受けさせない・閉じ込める等。

児童虐待防止

身体的虐待 　身体に直接暴力で傷を負わす。（殴る・蹴る・熱湯をかける等）

　衣食住の世話をしない・十分な栄養を与えない・必要な養育を

【相談先】 子ども未来課 ０２８０－８１－１３０１
筑西児童相談所 ０２９６－２４－１６１４
児童相談所全国共通ダイヤル １８９

子ども未来課 児童福祉係 電話：0280-81-1301

相談先

● 母子手帳の交付

● 妊婦等包括相談支援

● 産後ケア

● 乳幼児健診

● 育児相談

【問合せ先】

境町役場 健康推進課

☎0280-87-8000

● 児童家庭相談

● 保健師等による子育てに関する

相談

● 児童虐待対応

● 子育て支援サービスの紹介、

案内

【問合せ先】

境町役場 子ども未来課

☎0280-81-1301

母子保健機能 児童福祉機能


